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令和４年度旭川市農業委員会第４回総会議事録

１ 開催日 令和５年３月２７日（月曜日）

２ 開催時間 午後２時２０分開会 午後２時４０分閉会

３ 開催場所 旭川市神居町雨紛 旭川市農業センター ホール

４ 出席委員 ３１名

１番・湯浅 光二 ２番・鹿野 直子 ５番・清水 利秋 ６番・笹田 文彦

７番・香川 三四郎 ８番・外川 守 ９番・鷲尾 勲 １０番・山田 孝

１１番・佐藤 慎二 １３番・北原 浩美 １４番・島田 正明 １５番・中 俊一

１６番・秦 真一 １７番・柿木 和惠 １８番・鈴木 剛 ２０番・宮嶋 睦子

２１番・一宮 敏昭 ２２番・滝川 岳雪 ２３番・松木 一幸 ２４番・楠 栄

２５番・米田 満 ２６番・橋本 幸博 ２７番・平 克洋 ３０番・幅﨑 勝良

３１番・髙倉 伸淳 ３２番・石尾 卓也 ３３番・加藤 孝志 ３４番・浅沼 博実

３５番・佐藤 博則 ３６番・只石 博幸 ３７番・前田 靖雄

５ 欠席委員 ３番・石坂 昇 ４番・山村 志保子 １２番・請川 幹恭

１９番・川上 和幸 ２８番・市田 敏行 ２９番・田口 一昌

６ 事務局職員 野谷事務局長 小浜事務局次長 西村副主幹

大谷副主幹

７ 傍聴人 なし

８ 議事録署名委員 １４番・島田 正明 １５番・中 俊一

９ 議事内容

⑴ 議案第１号 旭川市農業委員会農地等の利用最適化の推進に関する指針の改定について

⑵ 議案第２号 令和５年度最適化活動の目標の設定等の策定について
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１０ 議事録本紙

○議 長（鈴木 剛） ただいまから，令和４年度旭川市農業委員会第４回総会を開催いたしま

す。

本日の出席委員は３１名でございます。総会規則第８条の規定に基づき

本会は成立しております。

欠席委員の詳細につきまして，事務局から報告いたします。

○事務局（野 谷 局 長） 事務局

御報告申し上げます。

本日の総会に議席番号３番石坂委員，４番山村委員，１２番請川委員，

１９番川上委員，２８番市田委員，２９番田口委員から，欠席する旨の届

出がありましたので，御報告いたします。

以上でございます。

○議 長（鈴木 剛） それでは，本日の議事録署名委員を指名いたします。

議席番号１４番島田委員，議席番号１５番中 委員の両委員を指名いた

しますので，よろしくお願いいたします。

また，議事についての発言の際は，議席番号を告げてから御発言願いま

す。

○議 長（鈴木 剛） それでは，議事に入ります。

日程第１ 議案第１号「旭川市農業委員会農地等の利用最適化の推進に

関する指針の改定について」を上程いたします。事務局から説明いたしま

す。

○事務局（西村副主幹） 事務局。

日程第１ 議案第１号「旭川市農業委員会農地等の利用最適化の推進に

関する指針の改定について」を御説明いたします。

該当ページは議案では１ページ，議案補足資料では１ページから５ペー

ジでございます。

本指針は，農業委員会法で策定について規定されており，本委員会では

平成２９年８月２５日に策定し，令和２年７月３０日の改選総会で改定し

ております。

この度,令和５年４月１日から改正農業委員会法が施行されますが，そ

の内容を反映させるため，これまで本委員会の指針で定めていなかった目

標の達成状況の評価の方法を定めようとするものです。

資料１で申しますと，２ページ目以降に目標がありまして，１の「遊休

農地の発生防止・解消について」から３の「新規参入の促進について」ま

で，３項目ありますが，この度新たに全ての目標に（３）として目標の評

価方法を加えました。
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以上のほか，目標の見直し時期につきましても，改めようとするもので

す。

これまでは，見直しを農業委員の改選期に合わせ，改選総会で行ってい

ましたが，今後は，改選年の３月末に行うように改めようとするもので

す。

また，指針とは別に，毎年度，３月末までに翌年度の最適化活動の目標

を設定することとされております。

それが，この後の協議事項（２）令和５年度最適化活動の目標に当たり

ますが，以上の指針と最適化活動の目標は，定めるべき項目が連動してい

ることから，同時期に行うことが適当と判断したことによります。

次に目標の見直し内容についてですが，始めに，〝１ 遊休農地の発生

防止・解消〟につきましては，前回の目標が，遊休農地面積４.０ha，遊

休農地の割合０.０３％であったのに対し，現状はそれぞれ

０.９ha，０.００７％で，極めて良好な水準にあります。

一方で，本市の農業経営体数は減少傾向にあり，今後も農業者の高齢化

や後継者不足による離農者の増加に伴う新たな遊休農地の発生が懸念され

ており，国の制度変更による影響も不透明な中，現状の水準を維持するこ

とも不明確な状況ではありますが，農地の適正化の推進という観点から，

今後も現在の遊休農地面積０.９ha を維持することを目標といたしまし

た。

なお，農地面積につきましては，令和４年度面積調査で，これまで過去

５年以上増減の無かった田本地面積が１００ha 減となっていることから，

今後３年間においても高齢化や後継者不足による耕作放棄等により，少な

くとも同程度の減少があると見込み，１００ha 減となる１３,６００haと

いたしました。

以上から，遊休農地の割合０.００７％を目標値といたしました。

次に，〝２ 担い手への農地利用集積〟につきまして，現状の集積面積

及び集積率がそれぞれ，１２,７０８ha，９２.７６％で，「農林水産業・

地域の活力創造プラン」で２０２３年度までの目標とされている８０％，

前回の目標９２％も上回っており，極めて良好な水準であります。

一方で，農業者の高齢化や後継者不足等による農地の処分に伴う分散化

が懸念されており，国の制度変更による影響も不透明な中，遊休農地と同

様，現状の水準を維持することも不明確な状況にあります。

そのような状況においても，農地の集積率向上は地域農業の発展に不可

欠なものであることから，現状の集積率から１％（集積面積では４３ha に

相当）の増となる９３.７６％を目標値と致しました。

最後に，〝３ 新規参入の促進〟についてですが，新規参入者数につい

ては，前回の目標値１０人を上回る１３人となりましたが，令和２年度，

３年度の新規参入者はともに１人であることから，３年後の目標について

は，これまでの目標どおり年間１人とし，新規参入者３人，通算１６人を
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目標値といたしました。

なお，取得面積につきましては，過去３年間の１人当たりの平均取得面

積である２ha に基づき，２７.８４haとして算出致しました。

以上，指針の改定につきまして，御審議をお願いいたします。

○議 長（鈴木 剛） ただいま事務局から説明がありましたが，御意見，御質問はございませ

んか。

○委 員 （意見なし。）

○議 長（鈴木 剛） それでは，議案第１号について「異議なし」と認め，決定いたします。

○議 長（鈴木 剛） 続きまして，日程第２議案第２号「令和５年度最適化活動の目標の設定

等の策定について」を上程いたします。

事務局から説明いたします。

○事務局（西村副主幹） 事務局。

日程第２議案第２号「令和５年度最適化活動の目標の設定等の策定につい

て」を御説明いたします。該当ページは議案では３ページ，議案補足資料で

は７ページから９ページでございます。

これは先ほど少し触れましたが，毎年度，３月末までに翌年度の最適化活

動の目標を設定することとされているもので，資料７ページは現在の体制と

農家･農地等の概要を示しておりまして，それぞれデータの確認や直近のデー

タへの更新を致しました。

８ページ以降が目標項目となっておりまして,項目と致しましては，大き

く分けて，先ほどの指針と同様に，〝農地の集積〟,〝遊休農地の解消〟,

〝新規参入の促進〟があり，それらに加えて最適化活動を行う日数目標等

があります。

以上の目標のうち，〝農地の集積〟,〝遊休農地の解消〟,〝新規参入の

促進〟につきましては指針と同じ目標を用い，それらに関連して直近のデー

タが必要な箇所については，そのとおりデータを更新しております。

そのほか，９ページ中段，２の（１）にあります最適化活動を行う日数目

標についてですが，今年度の目標日数につきましては，当初，月ごとの活動

日数が平均 5日以下の農業委員には交付金を交付できない，といった規定

となっていたことなどから６日とした経緯がございます。

その後，５日以下が１日未満に改められましたが，活動の最高の評価点と

なる日数１３日を来年度の活動日数目標と致しました。

最適化活動を行う農業委員の人数につきましては，現在の３７人体制が，

７月３０日から２７人体制に変わりますので，年間延べ人数を按分し，

３０人と算出いたしました。
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以上，令和５年度最適化活動の目標につきまして，御審議をお願いいた

します。

○議 長（鈴木 剛） ただいま事務局から説明がありましたが，御意見，御質問はございませ

んか。

○委 員 （意見なし。）

○議 長（鈴木 剛） 発言がありませんので，議案第２号について「異議なし」と認め，決定

いたします。

○議 長（鈴木 剛） 以上で，本日の提出案件審議は全て終了いたしました。

これをもちまして，令和４年度旭川市農業委員会第４回総会を閉会いた

します。


